
埼玉県公労使会議　　　　　平成29年度取組関係整理表 資料１

共同宣言 取組例 団体（担当） 具体的事業・取組

Ⅰ　公・労・使が共同で行う取組

　１　経営者への働きかけ

 　非正規雇用対策や働き方改革の取組の実効性を高めるため、経営者に対して、意識改革・行動変革
を進めるよう強く働きかける。

①県内企業経営者等を対象に、非正規雇用対策や働き方改革の必要性・重要性を訴えるシンポジウム
やセミナーを開催する。

埼玉県経営者協会

・会員企業経営者に対し、①多様な人材の活躍支援と安定雇用の確保、②処遇改善で働きがいのある
職場づくり、③正規雇用への登用促進を要請（平成29年2月）
・「２０１７地域フォーラム」の開催（平成29年7月18日：連合埼玉、県共催）
　テーマ「働きがいのある会社づくりを通じて、企業、社員、そして地域の活性化を目指そう！」
・ライフデザインセミナー３回シリーズで開催（どなたでも参加可）
　第１講(１１月　６日）　「キャリアプランニング～ワークとライフの将来設計へのヒント」
　第２講（１２月　６日）　「リーダーのための実践コーチング～マネジメント、ビジネススキル
　　　　　　　　　　　　　　　部下指導を学ぶ」
　第３講（１２月１８日）　「職場、家庭、そしてプライベート空間での異性間コミュニケーションを学ぶ」
・「働き方改革」、「長時間労働対策」、「同一労働同一賃金」に関する説明会開催（平成30年1月22日）
・セミナー「働きがいのある会社に向けて～先進企業の取り組み事例に学ぶ」開催（平成30年3月5日)

埼玉県中小企業団
体中央会

・会員向け「トップセミナー」において、参加者への施策の周知
・中央支部「研修交流会」において、県が実施する講師派遣を利用したセミナーを開催（H30.2.13）

埼玉中小企業家同
友会

・会員企業向け「働き方改革」セミナーを障害者雇用推進委員会、女性経営者クラブファムにて 全5回
（6/12,7/18,10/27,11/24,2/22）実施。（参加社数145社、参加者数175人）

年次有給休暇を活用して「熊谷うちわ祭り」に出かけよう（熊谷：ちらし７月　共催）
年次有給休暇を活用して「妻沼聖天山秋季例大祭」に出かけよう(熊谷：ちらし１０月　共催）
有期契約労働者の無期転換ルールへの実務対応セミナー（さいたま：セミナー１０月　共催）
女性活躍推進セミナー「今の時代の組織を強くする働き方改革とは？」(上尾：１２月　共催）

各経済団体 ・シンポジウム、セミナーの共催又は後援

県

・非正規雇用者の正社員化事業
　経済団体・業界団体等へのセミナー講師の派遣（30/2/13埼玉県中小企業団体中央会平成29年度「中
央支部研修交流会」へ講師派遣）
　企業への専門家派遣・巡回相談等（８～３月109社308回派遣）
　正社員化支援フォーラム（10/19、１６６名参加）

労働局

・多様で安心できる働き方に関する事業主向けセミナーの実施（労務管理セミナー等と同時開催）
・女性活躍のための働き方改革推進セミナー（１１月２７日、１３０名参加）
・埼玉県非正規雇用労働者待遇改善支援センターの周知
・埼玉ゆう活応援キャンペーン（７～９月）
・年次有給休暇取得促進期間（１０月）
・幹部による地域のリーディングカンパニー訪問
・働き方・休み方改善コンサルタントの事業所訪問
・労務管理セミナー（９月２６日、１０月３１日）
・過重労働解消キャンペーン（１１月）
　実施事項：業界団体への要請
　　　　　　　 ベストプラクティス企業への労働局長訪問
　　　　　　　 過重労働重点監督の実施（各監督署）
・過労死等防止対策推進シンポジウム（１１月１６日、３７６名参加）
・労務管理講習会（２月：各監督署）

②長時間労働の是正と年次有給休暇取得促進の働きかけを行う。 各構成団体 ・11/22の「県内一斉ノー残業デー」実施と「埼玉県民の日」の年次有給休暇取得の呼びかけ（9/26）

　２　労働者への働きかけ

　 非正規雇用対策や働き方改革の取組を進めていくためには、労働者自らの取組も不可欠であること
から、労働者に対して、意識・行動の見直しを進めるよう幅広く働きかける。

①労働者・県民を対象に、働き方に関する意識・行動の見直しが必要であることを訴えるシンポジウムや
セミナーを開催する。

連合埼玉

・「２０１７地域フォーラム」の開催（平成29年7月18日：経営者協会、県共催）
　テーマ「働きがいのある会社づくりを通じて、企業、社員、そして地域の活性化を目指そう！」
・正社員化支援フォーラム（10月19日）への協力
・１１月２２日の「県内一斉ノー残業デー」と「埼玉県民の日」の年次有給休暇取得の呼びかけ

県

・非正規雇用者の正社員化事業
　正社員化支援セミナー（12回実施：7/3、7/29、8/3、9/5、10/6、10/30、11/15、11/30、1/17、2/6、2/8、
3/16）、個別相談会（9回実施：7/11、7/15、9/21、9/26、10/6、11/16、12/12、2/6、2/17）の実施
　正社員化支援フォーラム（10/19、１６６名参加）
・労働セミナーの実施

労働局

・多様で安心できる働き方に関する事業主向けセミナーの実施（労務管理セミナー等と同時開催）
・埼玉ゆう活応援キャンペーン（７～９月）
・年次有給休暇取得促進期間（１０月）
・過重労働解消キャンペーン（１１月）
　実施事項：業界団体への要請
　　　　　　　 ベストプラクティス企業への労働局長訪問
　　　　　　　 過重労働重点監督の実施（各監督署）
・過労死等防止対策推進シンポジウム（１１月１６日、３７６名参加）

②長時間労働の是正と年次有給休暇取得促進の働きかけを行う。 各構成団体 ・11/22の「県内一斉ノー残業デー」実施と「埼玉県民の日」の年次有給休暇取得の呼びかけ（9/26）

　３　実態把握・気運醸成

　 不本意非正規や長時間労働等の実態、効果的な取組事例を調査・分析・公表することにより、非正規
雇用対策や働き方改革に関する気運を全県に広める。

①非正規雇用や長時間労働等の実態、非正規雇用対策・働き方改革に関する効果的な取組事例を調
査・分析するとともに、結果を公表する。

県
・非正規雇用者の正社員化事業
　非正規雇用者実態調査の実施（7/12～8/15アンケート調査、回答数：企業947社・非正規雇用者3,044
人・正規雇用者1,003人）

連合埼玉
・県が実施する「非正規雇用者実態調査」への協力
加盟組合を通じ、非正規雇用者にアンケートの協力を依頼

埼玉県経営者協会

・プレミアムフライデー、非正規雇用者の正社員登用制度、無期転換ルールへの対応状況、ゆう活
　実施状況に関する調査を実施（機関誌「埼経協ニュース６・７月号」に調査結果を掲載）
・非正規雇用者の正社員登用（転換）に関する調査、県内一斉ノー残業デーに関する調査の実施
　1月２１日の公労使会議ＷＧで調査結果報告　会報２・３月号で調査結果公表

埼玉中小企業家同
友会

・非正規雇用者の正社員登用（転換）に関する調査、県内一斉ノー残業デーに関する調査の実施
  アンケート調査：回答数：48社、回答率4.8％

埼玉県商工会議所
連合会

・１６商工会議所に県内一斉ノー残業デーに関する実態調査の実施

埼玉県商工会連合
会

 ・５３商工会に「県内一斉ノー残業デー」に関する実態調査の実施（12月4日～12月15日）

埼玉県中小企業団
体中央会

・事務局職員を置く会員組合に県内一斉ノー残業デーに関する実態調査の実施

埼玉県商工会議所
連合会
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埼玉県公労使会議　　　　　平成29年度取組関係整理表 資料１

共同宣言 取組例 団体（担当） 具体的事業・取組

②効果的な取組事例等を県内企業・市町村・労働者・県民に幅広く広報する。 県
・労働セミナーの実施
・非正規雇用者の正社員化事業
　正社員化推進月間キャンペーン事業（集中的な広報・ＰＲ）

埼玉県商工会連合
会

・取組好事例の周知

埼玉県商工会議所
連合会

女性活躍推進リーダー連絡会議　スタートアップ研修（９月）
　・事例発表（川口、さいたま　４日間)
　・会議研修会への参加（12会議所の職員）

③効果的な取組事例を収集し、その周知を行う。 労働局
・好事例集を作成し、県内の大学等に配布
・関係ポータルサイトに掲載勧奨及び事例の周知

　４　取組状況の確認

　 企業等の行う非正規雇用対策や働き方改革の取組が着実に進むよう、定期的に意見交換の場を設
け、取組状況の確認を行う。

①共同宣言で掲げた非正規雇用対策や働き方改革に関する取組状況を的確に把握するとともに、雇
用・労働に関する新たな課題などに対応するため、定期的に意見交換の場を設ける。

県 ・公労使会議の開催

各構成団体 ・公労使会議での意見交換

　

Ⅱ　公・労・使がそれぞれの立場から行う取組

１　ストップ！不本意非正規

 　新卒者などが不本意非正規にならないよう、適切な就職支援やキャリアカウンセリング、労働法制等
に関する教育に取り組む。

（公）
①埼玉労働局は、ハローワークにおいて、正社員求人を確保するとともに、正社員就職に向けた支援を
行う。

労働局

・正社員就職等の実現に取り組む事業主に対し、「非正規雇用労働者の正社員転換、処遇改善、人材育
成に取り組む企業に対するキャリアアップ助成金」や「トライアル雇用助成金」等を活用しての支援
・正社員就職強化期間（９～１１月）を設け下記取組を強化する。
　　正社員求人の提出、正社員への転換を働きかける。
　　正社員求人は、求人充足会議対象求人とし、正社員求人に係る充足サービスを実施する。正社
　員求人限定のミニ面接会・管理選考も積極的に開催する。

　※　長時間労働是正、労働環境の改善など、正規雇用者への対策を含む。
②県は、新入社員合同入社式・研修会を開催するなど、新入社員等若手人材の定着や活躍のための支
援を行う。

県
・中小企業新入社員合同入社式（4/17）、
・中小企業新入社員合同研修会（基礎研修5～6月10回・フォローアップ研修9月10回）、修了式(11/7)

埼玉中小企業家同
友会

・合同入社式、新入社員研修の開催
・県主催の合同入社式・合同研修会の周知に協力

③埼玉労働局・県は、大学等と協力し、埼玉新卒応援ハローワークや出前講座の実施等により、在学中
から、セミナー、職場見学・体験等を通じた正社員就職に向けた意欲喚起やキャリア教育を行う。

労働局

・埼玉新卒応援ハローワークにおいて、セミナー等を通じた正社員就職に向けた意欲喚起
・新卒応援ハローワークにて模擬面接、エントリーシートの書き方各種セミナー企業説明会、担当者制に
よる個別支援を実施
・県内大学、短大と就職協定を結び大学等への出張相談をはじめセミナーやガイダンス等を実施
・小中高生に対する職業意識形成のため各ハローワークにおいてキャリア探索プログラムを実施

県

・ハローワーク浦和・就業支援サテライト若者コーナー
　正社員就職を目指す若者へのワンストップ支援（ＨＷ連携で就職相談から職業紹介まで）
　正社員就職に必要なスキルを学ぶセミナー等の開催
  （Ｈ２９年度利用者数：22,834人　ハローワーク分含む）
・大学生インターンシップ推進事業
　県内企業のインターンシップ情報を集約したマッチングサイトの開設
・ものづくり企業等への高校生バスツアー
　職業としてのものづくりを実体験として意識づけるため、進路を考える県内高校生を対象に県内ものづ
くり企業等へのバスツアーを実施（８～２月１７回実施　参加者６５０人）

④埼玉労働局・県は、労働法セミナーや労働相談などにより、学生・生徒や労使に対して労働関係法制
度について周知・啓発を行う。

労働局
・大学等を対象とした、労働局幹部による労働法制セミナーの実施
・県内１０カ所の総合労働相談コーナーにおけるワンストップ相談の実施

県

・戦略的な労働相談推進事業
　出前労働講座の実施（37回実施、3,221人参加）
・労働セミナーの実施（45回実施（うち労働者向け39回、使用者向け6回）、1,320人参加（うち労働者向け
1,129人、使用者向け191人））
・労働相談センターによる労働相談（5,972件）
・若者労働ほっとラインの運営（毎月第２・４土曜日の電話相談）（199件）
・ハローワーク浦和・就業支援サテライト若者コーナーでの労働法セミナー開催
　（Ｈ２９年度開催数：８回）

⑤埼玉労働局・県は、長時間労働の是正やＷＬＢの推進等の働き方改革について、企業訪問等による働
きかけ、県内企業の好事例収集・発信などを通じて働きやすい労働環境の整備を促進する。

労働局

・労働局幹部の地域の先進企業への訪問による好事例の収集及び気運の醸成
・働き方・休み方改善ポータルサイトや労働局ホームページを活用しての好事例紹介
・働き方・休み方改善コンサルタントの派遣による企業の支援
・熊谷市における「地域の特性を活かした休暇取得のための環境整備事業」の実施

県
・非正規雇用者の正社員化事業
　企業への専門家派遣・巡回相談等（８～３月109社308回派遣）
・労働セミナーの実施

⑥埼玉労働局・県は、正規雇用への転職を希望する非正規雇用者などに対し、就職相談や就業セミナー
などの情報提供を行い、正規雇用での就職を支援する。

労働局

・正社員就職強化期間（９～１１月）を設け下記取組を強化する。
　ハローワークにおいて、職業相談・職業紹介などにより正社員就職を支援
　正社員就職については、正社員求人への応募を勧奨し、積極的に職業紹介を行うほか、求職者担当
者制による支援に積極的に取り込む等マッチングのための取組を実施する。
・給付制限期間中からの支援等、雇用保険受給資格者の早期再就職向けた取組の充実・強化を図る。
・特定求職者雇用開発助成金（長期不安定雇用開発コース）を周知し不安定雇用を繰り返す者の正規就
職を支援。
・就職支援セミナー（９月１２日）
・パートタイム労働法セミナー（１０月１８日、１２月１１日）

県

・非正規雇用者の正社員化事業
　総合相談窓口の設置、ＳＮＳ等による情報提供
・ハローワーク浦和・就業支援サテライト若者コーナー
　正社員就職を目指す若者へのワンストップ支援（ＨＷ連携で就職相談から職業紹介まで）
　正社員就職に必要なスキルを学ぶセミナー等の開催
　  （Ｈ２９年度利用者数：22,834人　ハローワーク分含む）
・わかもの仕事チャレンジ事業
　既卒未就職者やフリーター等を対象に、本人の適性に応じて、ビジネスの基礎を学ぶ研修と企業での
現場実習等を組み合わせて実施し、正社員就職を支援
　　（Ｈ２９年度事業参加者数：228人、就職決定者：162人（うち正規雇用149人））
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埼玉県公労使会議　　　　　平成29年度取組関係整理表 資料１

共同宣言 取組例 団体（担当） 具体的事業・取組

⑦県は、社会に出る前の学生に対し、ライフイベントや多様な働き方などの視点を盛り込んだキャリア継
続についての意識啓発を図る。

県
・未来の女性活躍推進事業
　出前講座の実施（４０回実施）

⑧県は、正規雇用等を目指す女性の就業やステップアップを支援するため、相談やセミナー等を行う。 県
・女性キャリアサポート事業
　相談やセミナーの実施
　「ステップアッププラン」３回実施、利用者４２人

（労）
①労働団体は、労働関係法制度の周知・啓発のための講座を開催したり、労働相談に対応するほか、
国・県が主催するセミナーなどへの参加を呼びかける。

連合埼玉

・労働相談の充実・強化
・全国一斉労働相談ホットライン
「働き続けたい！なぜ辞めなければならないの!?ＳＴＯＰ雇止め・雇用不安！」
日　時 2018年2月8日(木)～10日(土)
受付件数 15件(契約社員5件、パート4件、正社員他6件)
主な相談 労働契約関係(5件)、契約打切(3件)、解雇・安全衛生他(7件)

・県内大学、短大、専門学校への労働法ハンドブックの配布および労働講座の実施
・国・県等が主催するセミナー等の周知

②労働団体は、労働環境整備に向け、労働者意見の集約などに取組むよう呼びかけるとともに、使用者
団体に要請する。

連合埼玉 ・工業団地管理組合ならびに業界団体への労働ハンドブックの配布

（使）
①使用者団体は、労働関係法制度の周知・啓発のための講座を開催したり、労務相談に対応するほか、
国・県が主催するセミナーなどへの参加を呼びかける。

埼玉県経営者協会

・同一労働同一賃金、過労死等防止の取組、働き方改革推進に関するセミナー開催（平成29年3月）
・書籍「管理監督者のための採用から退職までの法律実務 改訂第１６版」発刊（平成２９年４月）

・労働関係法令等の理解促進を図るため「労働法実務講座」を開催
　第１講　２９年５月３０日、第２講　２９年６月６日、第３講　２９年６月１５日、第４講　２９年６月２０日

・労務問題発生時の対応策等をテーマとする「労働問題実務対応講座」を全７講開催
　第１講　２９年　７月１４日　テーマ　「退職・解雇・内定取消の注意点」
　第２講　２９年　８月２８日　テーマ　「労働条件の不利益変更の注意点」
　第３講　２９年　９月２５日　テーマ　「職場のメンタルヘルス対策」
　第４講　２９年１０月１９日　テーマ　「問題社員の法的扱いと実務対策」
　第５講　２９年１０月２７日　テーマ　「有期契約社員の契約対応実務」
　第６講　２９年１１月２９日　テーマ　「パワハラ・セクハラをめぐる企業の法的責任と実務対応」
　第７講　２９年１２月１４日　テーマ　「労働時間管理の注意点」
・「働き方改革」、「長時間労働対策」、「同一労働同一賃金」に関する説明会開催（平成30年1月22日）

安心して働くための「無期転換ルール」とは(川越：広報誌１１月号）
女性活躍推進実践スタートアップ研修（川口、さいたま：事例発表９月、４日間)
年次有給休暇を活用して「熊谷うちわ祭り」に出かけよう（熊谷：ちらし７月　共催）
年次有給休暇を活用して「妻沼聖天山秋季例大祭」に出かけよう(熊谷：ちらし１０月　共催）
有期契約労働者の無期転換ルールへの実務対応セミナー（さいたま：セミナー１０月　共催）
まだ間に合う！無期転換対策セミナー（さいたま：２月　主催)
職場のトラブル防止セミナー（さいたま：２月　主催）
労務セミナー「２０１８年問題」（行田：１０月　主催）
働き方改革セミナー（本庄：７月　主催）
「中小企業での働き方見直しとは」セミナー（深谷：１０月　主催）
改正労働契約法「無期転換ルール」等のポイントセミナー（深谷：２月　主催）
残業削減、やる気アップ「会社の魅力づくり戦略」セミナー（所沢：９月　主催）
労務相談（雇用、就業規則、社会保険、年金等）（蕨：毎月１回、上尾：毎月１回、草加：毎月第３水曜）
労務・年金Ｑ＆Ａ（上尾：広報誌　毎月）
女性活躍推進セミナー「今の時代の組織を強くする働き方改革とは？」(上尾：１２月　共催）
振替休日と代休の違いについて（狭山：広報誌１２月号）
労働セミナー「知っておきたい労働時間の基礎知識」セミナー(春日部：８月　主催)
パート・契約社員の「無期雇用への転換」は(春日部：１月　主催）
同一労働同一賃金への対応セミナー（越谷：５月　主催）
中小企業向け働き方改革セミナー(越谷：１２月　主催）
無期労働契約への転換について勉強会（県連：１２月　主催）

各経済団体 国・県等が主催するセミナー等の周知

②使用者団体は、加盟企業に対し労働環境の整備を要請するとともに、国・県等の支援策について周知
し、活用を働きかける。

埼玉県経営者協会

・会員企業経営者に対し、①多様な人材の活躍支援と安定雇用の確保、②処遇改善で働きがいのある
職場づくり、③正規雇用への登用促進を要請（平成29年2月）
・「７０歳雇用推進助成金制度」について定時総会の席上説明、資料配布（５月１０日）
・「業務改善助成金」、「人事評価改善等助成金」、「職場意識改善助成金」に関する資料を配布
　（７月２８日）

各経済団体 国・県等の支援策を周知

③使用者団体は、加盟企業に対し正社員求人・採用の増加や社内の教育訓練・相談体制の充実を要請
する。

埼玉県経営者協会
・会員企業経営者に対し、①多様な人材の活躍支援と安定雇用の確保、②処遇改善で働きがいのある
職場づくり、③正規雇用への登用促進を要請（平成29年2月）

２　多様な人材の活躍支援と安定雇用の確保

 　定年年齢の６５歳以上への引上げや定年の廃止、育児や介護等を理由とした退職者の正社員復職制
度の導入など、意欲と能力のある多様な人材の活躍支援や安定雇用の確保に取り組む。

（公） ①埼玉労働局は、ハローワークにおいて、高齢者の就業ニーズを踏まえた求人開拓・就職支援を行う。 労働局

・ハローワークにおいて、高齢者の就業ニーズを踏まえた求人開拓・就職支援
・65歳以降の継続雇用延長や定年引き上げに係る企業への働きかけ、相談、援助
・民間団体に委託して技能講習や就職支援を一体的に実施する高齢者スキルアップ・就職促進事業の
実施
・生涯現役支援窓口（県内４所）の積極的な周知

②埼玉労働局は、年齢にかかわりなく働き続けることができる職場づくりの支援を行う。 労働局
・働き方改革にかかる周知・啓発
・事業所訪問による相談・支援

③県は、企業における定年年齢引上や定年廃止等の取組を促進するため、シニア活躍推進宣言企業の
認定など、高齢者の活躍に資する事業を実施する。

県

・労働セミナーの実施、ＨＰ等による周知
・ 企業訪問による働きかけ (訪問企業数：累計2,663社)
・ 「シニア活躍推進宣言企業」の発掘、認定（認定企業数：累計1,070社）
・ 「７０歳雇用推進助成金」による支援（定年の廃止や引上げ等を行う企業の支援）　（交付決定数：25
社）　など

④県は、育児・介護と仕事の両立支援を図るため、多様な働き方実践企業の認定など、多様な働き方に
関する事業を実施する。

県

・労働セミナーの実施、ＨＰ等による周知
・多様な働き方推進事業
　  多様な働き方実践企業の認定 （H30.3月末現在　2,525社認定）
・託児サービスやひとり親家庭等応援講座を付加した職業訓練の実施
　（託児サービス利用者：８９人、ひとり親家庭等応援講座受講者：５４人）

⑤県は、男性の育児休業取得促進、時間外労働の削減、有給休暇の取得促進などの働き方の見直しに
取り組む企業へ支援を行う。

県

・女性活躍のための働き方見直し支援事業
　アドバイザーの派遣、奨励金の支給、モデル企業としての発信
　働き方改革セミナーの開催（5/30、2/2開催）
　課題別実践セミナーの開催（9/12、10/18、11/21開催）

埼玉県商工会議所
連合会
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埼玉県公労使会議　　　　　平成29年度取組関係整理表 資料１

共同宣言 取組例 団体（担当） 具体的事業・取組

（労）
①労働団体は、定年年齢引上・定年廃止や育児・介護と仕事の両立支援制度の充実に向け、労働者意
見の集約などに取組むよう呼びかけるとともに、使用者団体に要請する。

連合埼玉
・埼玉県が作成した、パンフレット「確認しよう！介護保険・介護休業制度」を活用し、
介護離職防止に向けた取り組みを展開（ＨＰへの掲載）

（使）
①使用者団体は、加盟企業に対し定年年齢引上・定年廃止や育児・介護と仕事の両立支援に向けた制
度導入・運用を要請するとともに、国・県等の支援策について周知し、活用を働きかける。

埼玉県経営者協会

・会員企業経営者に対し、①多様な人材の活躍支援と安定雇用の確保、②処遇改善で働きがいのある
職場づくり、③正規雇用への登用促進を要請（平成29年2月）
・「７０歳雇用推進助成金制度」について定時総会の席上説明、資料配布（５月１０日）
・「業務改善助成金」、「人事評価改善等助成金」、「職場意識改善助成金」に関する資料を会員配布
　（７月２８日）

各経済団体 国・県等の支援策を周知

３　処遇改善で働きがいのある職場づくり

 　非正規雇用者の処遇改善を進めたり、意欲と能力の発揮を促す雇用管理制度を導入するなど、正規
雇用、非正規雇用の別なく、誰もが働きがいを実感できる職場づくりに取り組む。

（公）
①埼玉労働局は、パートタイム労働法、労働者派遣法及び労働契約法で定められた均等・均衡待遇や
差別禁止及び非正規労働者の雇用環境改善に関する規定を周知し、適正な運用を図る。

労働局
・パートタイム労働法、労働者派遣法及び労働契約法で定められた均等・均衡待遇や差別禁止及び非正
規労働者の雇用環境改善に関する規定を周知し、適正な運用を図る。
・派遣元、派遣先、派遣労働者に対し、平成２７年改正労働者派遣法に係る周知等を図る。

②埼玉労働局は、待遇改善、能力開発、雇用管理改善を促進する。 労働局
・埼玉県非正規雇用労働者待遇改善支援センターを設置し、賃金制度の見直し等に関する技術的な助
言等の実施
・キャリアアップ助成金を周知し活用を図る。

③県は、非正規雇用者の処遇改善が進むよう、労働セミナーや労働相談などにより、国が定める処遇改
善に関するガイドラインや支援策について周知・啓発する。

県

・労働セミナーの実施
・非正規雇用者の正社員化事業
　経済団体・業界団体等へのセミナー講師の派遣（30/2/13埼玉県中小企業団体中央会平成29年度「中
央支部研修交流会」へ講師派遣）
　企業への専門家派遣・巡回相談等（８～３月109社308回派遣）

④県は、実態に即した非正規雇用対策に取り組むため、非正規雇用や不本意非正規に関する実態調査
を行い、必要な支援措置を検討する。

県
・非正規雇用者の正社員化事業
　非正規雇用者実態調査の実施（7/12～8/15アンケート調査、回答数：企業947社・非正規雇用者3,044
人・正規雇用者1,003人）

（労）
①労働団体は、非正規雇用者の処遇改善はもとより、雇用形態にかかわらず、労働者の働きがい向上
に向けて労働者意見の集約などに取組むよう呼びかけるとともに、使用者団体に要請する。

連合埼玉

・｢働き方改革実行計画｣に関する学習会（5月9日、出席者66名）
　内　容 「働き方改革実行計画」と今後の動向について
　　　　　　～「同一労働同一賃金ガイドライン案」を中心に～
・構成組織が開催する「パート集会」に参加し、非正規雇用者の生の声を集約（9月28日開催）

（使）
①使用者団体は、加盟企業に対し非正規雇用者の処遇改善を要請するとともに、国・県等の支援策につ
いて周知し、活用を呼びかける。

各経済団体 国・県等の支援策を周知

②使用者団体は、加盟企業の経営者に対し、非正規雇用者だけでなく、すべての従業員の働きがい向
上に向けてリーダーシップを発揮するよう要請する。

埼玉県経営者協会

・会員企業経営者に対し、①多様な人材の活躍支援と安定雇用の確保、②処遇改善で働きがいのある
職場づくり、③正規雇用への登用促進を要請（平成29年2月）
・働きがいのある会社（ベストカンパニー）の先進事例に学びをテーマに事例発表会・交流会を開催
（平成29年3月）
・「２０１７地域フォーラム」の開催（平成29年7月18日：連合埼玉、県共催）
　テーマ「働きがいのある会社づくりを通じて、企業、社員、そして地域の活性化を目指そう！」
・セミナー「働きがいのある会社に向けて～先進企業の取り組み事例に学ぶ」開催（平成30年3月）

４　正規雇用への登用促進

 　個々の労働者の意欲や能力に応じて、正規雇用や限定正社員への登用が進むよう取り組む。 （公） ①埼玉労働局は、無期労働契約への転換ルールについて、周知を徹底する。 労働局
・無期転換ルール取組促進キャンペーンの実施（９～１０月）
・セミナー等あらゆる機会を通して周知を行う
　労務管理セミナー（９月２６日、１０月３１日）

②埼玉労働局は、有期契約労働者の正規雇用等への転換を促進する。 労働局
・短時間正社員の普及・促進
・パートタイム労働法に基づく報告徴収の実施
・キャリアアップ助成金を周知し活用を図る

③県は、非正規雇用者の正規雇用への登用制度が企業に整備されるよう、相談窓口設置や専門家派遣
などの支援を行う。

県
・非正規雇用者の正社員化事業
　　総合相談窓口の設置
　　企業への専門家派遣・巡回相談等（８～３月109社308回派遣）

④県は、非正規雇用者の正規雇用へのステップアップを支援するため、非正規雇用者向けの教育訓練
などを行う。

県
・非正規雇用者の正社員転換支援
　非正規雇用者キャリアアップ支援研修（４講座開催：受講者４８人）

⑤県は、正規雇用等を目指す女性の就業やステップアップを支援するため、相談やセミナー等を行う。 県
・女性キャリアサポート事業
　就職のための相談やセミナーの実施
　「ステップアッププラン」３回実施、利用者４２人

⑥埼玉労働局・県は、多様な人材が意欲と能力にふさわしい活躍ができるよう、地域、時間、職種等を限
定した正社員（限定正社員）制度の整備促進に向け、好事例の紹介やセミナー開催などの支援を行う。

労働局 ・多様で安心できる働き方に関するセミナーの実施（労務管理セミナー等と同時開催）

県
・労働セミナーの実施
・非正規雇用者の正社員化事業
　正社員化推進月間キャンペーン事業（集中的な広報・ＰＲ）、正社員化支援セミナー

（労）
①労働団体は、非正規雇用者の正規雇用への登用制度の整備に向け、労働者意見の集約などに取組
むよう呼びかけるとともに、使用者団体に要請する。

連合埼玉
・無期労働契約への転換ルール研修会の開催(6月14日、参加者40名)
　テーマ「非正規労働者に関する労働法　～労働契約法18条“無期転換ルール”～」
・ＨＰによる無期転換ルールの周知

（使）
①使用者団体は、加盟企業に対し非正規雇用者の正規雇用への登用制度の整備を要請するとともに、
国・県等の支援策について周知し、活用を呼びかける。

埼玉県経営者協会

・会員企業経営者に対し、①多様な人材の活躍支援と安定雇用の確保、②処遇改善で働きがいのある
職場づくり、③正規雇用への登用促進を要請（平成29年2月）
・「７０歳雇用推進助成金制度」について定時総会の席上説明、資料配布（５月１０日）
・「業務改善助成金」、「人事評価改善等助成金」、「職場意識改善助成金」に関する資料を配布
　（７月２８日）
・無期転換ルールの特例申請に関する連絡を出状
・「働き方改革」、「長時間労働対策」、「同一労働同一賃金」に関する説明会開催（平成30年1月22日）
・セミナー「働きがいのある会社に向けて～先進企業の取り組み事例に学ぶ」開催（平成30年3月5日）

各経済団体 国・県等の支援策を周知
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